
衆議院解散に伴う衆議院議員総選挙等の執行に係る補正予算の専決処分について 

 

１ 衆議院議員総選挙の概要について 

⑴ 衆議院の解散時期 １０月 ９日（水） 

⑵ 公 示 日 １０月１５日（火） 

⑶ 投 ・ 開 票 日 １０月２７日（日） 

 

２ 補正予算の概要 

⑴ 補正予算の内容 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行経費 

⑵ 補正予算額 

４億６，６３３万８千円（全額、県委託金を充当） 

【内訳】 

・ 人 件 費 １億９，１６３万６千円 

選挙事務従事者の時間外勤務手当、会計年度任用職員の報酬等 

・ 物件費等 ２億７，４７０万２千円 

ポスター掲示場設置費、選挙のお知らせ郵送費等 

 

３ 補正予算措置の時期 

衆議院解散から総選挙まで１９日間と選挙の準備期間が限られ、補正予算案を市議会へ諮るこ

とができないことから、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、１０月９日付けで専決処

分により予算を補正しました。 

 


